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内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の

申請の取扱いについて（通知）

代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及

びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については，昭和５９年９

月２６日民四第４９７４号民事局第四課長回答及び昭和６０年３月１１日民四

第１４８０号民事局第四課長回答により，受理すべきでないとしているところ

ですが，本日以降，これらの申請を受理して差し支えありませんので，この旨

貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

なお，この通知に抵触する従前の取扱いは，この通知により変更したものと

了知願います。


